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● 区内各家庭の郵便受けなどに配布しています。情報活用後は、資源として古紙の集団回収へ

4月から変わります
プラスチック回収

SNSでも
情報発信中

◀区 ◀なかの区報

①点検商法
点検を口実に訪れ、「危険だから
工事が必要」などとあおる

②定期購入商法
定期購入であることをはっきり
分かるように表示せず、初回分
の低価格を強調して契約させる

③送りつけ商法
注文していない商品を一方的に
送りつけ、代金を支払わせる

歴史民俗資料館（江古田4-3-4）
☎（3319）9221　FAX（3319）9119
　どなたでも、無料で利用できます。
　常設展示室では、原始～現代の中野の歴史を資料や模型、映像
などで分かりやすく紹介。その他、年間を通じてさまざまな企画展
示やイベントも。
開館時間 午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
休館日 月曜日、第3日曜日、年末年始

　悪質商法の手口は年々巧妙化し、消費者トラブルが増えています。
「おかしいな」と思ったら、家族や消費生活センターに相談を。

中野の民俗•文化を知りたい方は

行ってみませんか

▲敷地内にある樹齢約500年のシイの木
　（中野区指定記念物）

消費トラブルの
相談は

土·日曜日、
祝日は

消費生活センター　
☎（3389）1191　
☆平日午前9時30分～午後4時

こんな手口にご用心！

消費生活センター／1階　
☎（3389）1191 
FAX（3389）1199

消費者ホットライン
☎188
☆一部のIP電話などからは利用不可

送料
定額コース

請求書
5,000 円

へ

巧妙な手口に巧妙な手口にご注意ご注意をを消費者相談の現場から


